
問合先　市選挙管理委員会事務局

　☎０６(６９０２)６９９０

告示日　４月14日㈰

投開票日時　４月21日㈰

※投票時間は午前７時～午後８時

◆門真市議会議員選挙立候補予定者

説明会

とき　２月22日㈮午後２時から

ところ　文化会館

告示日　３月29日㈮

投開票日時　４月７日㈰

※投票時間は午前７時～午後８時

◆大阪府議会議員選挙立候補予定者

説明会

とき　２月22日㈮午後１時30分から

ところ　大阪歴史博物館

２月28日㈭納付期限 国民健康保険料第９期、後期高齢者医療保険料第８期（普通徴収）

31
年
度
（
30
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き

　

２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮
の
平

日
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時

～
５
時

※
２
月
17
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時
は
開
設

と
こ
ろ

　

第
３
会
議
室
（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人

　

１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の
人

※
詳
し
く
は
左
表
参
照

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
30
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円
以
下

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
す
る

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明

が
必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
な
ど
）
、
印
鑑

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封
。
詳

し
く
は
左
表
参
照

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

◆
個
別
の
申
告
期
間
に
ご
協
力
を

　

混
雑
を
避
け
る
た
め
申
告
期
間
を

個
別
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
指
定
期

間
は
１
月
下
旬
に
送
付
し
た
申
告
書

封
筒
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
出
張
申
告
会

場
を
開
設

と
き

　

２
月
６
日
㈬
・
７
日
㈭
午
前
９
時

30
分
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

　

市
役
所
で
は
確
定
申
告
（
税
務
署

分
）
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
書
は
門
真
税
務
署
の
申
告

会
場
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
作
成
済
み
の
申
告
書
の
み
市
役
所

で
受
取
可

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告
は

３
月
15
日
㈮
ま
で

　

年
末
調
整
を
し
な
い
人
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
初
め
て
受
け
る
人
は
、

税
務
署
で
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

確
定
申
告
は
３
月
15
日
㈮
ま
で

対
象　

30
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税

申
告
・
相
談
期
間

　

２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮
の
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
２
月
24
日
㈰
、
３
月
３
日
㈰
は
開

設
※
受
付
は
午
後
４
時
ま
で
。
混
雑
状

況
に
よ
り
早
め
に
受
付
を
終
了
す

る
場
合
あ
り

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申

告
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す

　

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

」
か
ら
確
定
申
告
書
の
作
成
、
印

刷
が
で
き
ま
す
。

※
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
に
よ

る
申
告
も
可
。
詳
し
く
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先

　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
１
８
１

後
期
高
齢
者
医
療　

国
民
健
康
保
険
高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
世
帯
の
各
医
療
保

険
に
お
け
る
29
年
８
月
１
日
～
30
年

７
月
31
日
（
計
算
期
間
中
に
亡
く
な

っ
た
人
ま
た
は
生
活
保
護
受
給
者
と

な
っ
た
人
は
資
格
喪
失
日
の
前
日
ま

で
）
に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
所

得
区
分
に
応
じ
た
基
準
額
を
超
え
た

場
合
に
、
超
え
た
金
額
を
支
給
す
る

も
の
で
す
。

申
請
方
法

　

支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
に
必
要
事

項
を
記
入
、
押
印
し
提
出

◦
国
民
健
康
保
険
…
市
健
康
保
険
課

へ
郵
送
ま
た
は
持
参

◦
後
期
高
齢
者
医
療
…
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
給
付
課
へ
郵
送

注
意
事
項

◦
勧
奨
通
知
は
、
30
年
７
月
末
現
在
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
国
民
健

康
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
る
同

一
世
帯
の
被
保
険
者
に
送
付

◦
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
い

ず
れ
か
が
０
円
の
と
き
は
支
給
対

象
外

◦
超
過
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合

は
支
給
対
象
外

◦
29
年
８
月
～
30
年
７
月
に
府
外
へ

転
居
し
た
人
は
、
勧
奨
通
知
が
な

く
て
も
申
請
に
よ
り
負
担
額
に
応

じ
て
支
給
さ
れ
る
場
合
あ
り

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

◆
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
（
外

来
年
間
合
算
）
支
給
申
請
書
が
届

い
て
い
る
人
へ

　

70
歳
以
上
の
人
の
高
額
療
養
費
の

制
度
が
見
直
さ
れ
、
年
間
を
通
し
て

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
て
い
る
人

の
負
担
が
増
え
な
い
よ
う
、
自
己
負

担
額
の
年
間
上
限
の
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
対
象
者
は
申
請
書
が

届
き
次
第
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先

【
後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
】

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課

　

☎
０
６
（
４
７
９
０
）
２
０
３
１

【
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
】

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

保
険
料
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

保
険
収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機

関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

保
険
料
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単

に
で
き
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
安
心
・
安
全
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

確
定
申
告
に
は
控
除
証
明
書

の
添
付
が
必
要

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
30
年
１
月

１
日
～
12
月
31
日
に
納
付
し
た
全
額

が
所
得
税
や
住
民
税
の
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
で
す
。
確
定
申
告
の
際

は
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
の
添
付
が
必
要

で
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
は
30
年

１
月
１
日
～
12
月
31
日
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
で
す
。

　

ま
た
、
ご
家
族
の
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
、
そ
の
全
額
が
納
付
し

た
人
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。
確

定
申
告
の
際
は
、
家
族
分
の
証
明
書

を
添
付
し
、
自
身
の
保
険
料
と
合
算

し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

◦
30
年
１
月
～
９
月
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
…
30
年
11
月

◦
30
年
10
月
以
降
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
…
31
年
２
月
上
旬

※
市
役
所
で
は
控
除
証
明
書
の
発
行

は
不
可

問
合
専
用
電
話

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０
（
０
０
３
）
０
０
４

②
☎
０
３
（
６
６
３
０
）
２
５
２
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
掛
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
日
時　

３
月
15
日
㈮
ま
で

◦
平
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
～
午
後

５
時

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６
（
６
９
９
２
）
３
０
３
１

選
挙
啓
発
標
語
の
入
選
発
表

　

30
年
度
選
挙
啓
発
標
語
の
入
選
作

品
が
決
ま
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の

ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
優
秀
作
品

　

一
票
の　

力
を
信
じ
て　

投
票
へ

　

（
弘
田
妙
子
さ
ん
）

優
秀
作
品

　

こ
の
一
票　

未
来
に
築
く　

架
橋

に

　

（
岩
村
学
さ
ん
）

優
秀
作
品

　

一
票
に
託
し
た　

未
来
へ
の
約
束

　

（
東
野
良
弘
さ
ん
）

市役所の日曜相談窓口
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

２月24日㈰

午前10時～

正午

業 務内容　通知カード・個人番号カードの

交付、マイナンバーに関する相談

相談・問合先

　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

２月24日㈰

午前10時～

午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など

※ 離職した人、代理人の申請時は別途必要

書類あり

相談・問合先

　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税納付

※証明書の発行などは不可

相談・問合先

　納税課　☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険

料・後期高齢

者医療保険料

納付　　　　

※ 南部市民センターでも受付可。ただし、

納付書・保険証の発行は不可のため後日

郵送

相談・問合先

　保険収納課　☎０６(６９０２)５９３９

◆市・府民税の申告が必要な人（例）

職業など 申告に必要な物

自営業

収支内訳書

など

◦本人確認書類（注）

◦市・府民税の申告書

◦印鑑

◦ 社会保険料（介護保険料を含

む）の支払証明書または領収

書

◦ 生命保険・地震保険料の控除

証明書

◦医療費の明細書など

※ 障がい者・勤労学生控除を受

ける人は身体障がい者手帳や

在学証明書

大工、左官、建築手伝

い、各種外交員など

不動産所得がある人

配当所得がある人

※ 上場株式などの配当

所得は源泉分離のた

め申告不要ですが申

告分離課税も選択可

支払通知書

など

２カ所以上からの給与

がある人

※ パート・アルバイト

などを含む
源泉徴収票

など

30年中に中途退職した

人

（注）…次のいずれかの書類（郵送の場合は写しを添付）

◦マイナンバーカード

◦通知カードおよび運転免許証や保険証など

統一地方選挙
大阪府議会議員選挙

門真市議会議員選挙問
合
先

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
９
９
０

選挙のめいすいくん

保

険

税

金

年

金

選
管
だ
よ
り
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